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やっと春らしくなってきましたね。営業部の吉田です。
震災から１５年が経ち、沿岸の街も大きく変わりましたね。

海の方へお邪魔すると、更なる飛躍を考えているお客様も増えてきて
おり、少しずつ少しずつ皆前に進んでおられると感じます。

ただ道路の整備に反比例した人口流出もあるそうで、
近くなっても便利なことだけでもないんだな…と
思ってしまいます。(弊社も道路工事でお世話に
なってはおりますが・・・)
県内全域が元気になるように我々も頑張ります。

営業部の佐久山です。
今月から新年度ですね。ようやく春が来たわけですが、岩手の4月は夜
が非常に寒いと感じます。
寒暖差で体調を崩さないように気を付けましょう。

４月は若手社員を中心に北上川流域清掃活動を行います。
盛岡の中心部を流れる北上川。毎年行っている活動
ですが、いつまでもきれいな風景を保ちたいものです。
盛岡という街に感謝するつもりで、清掃活動に
力を入れて取り組みます。

麗らかな春の日差しが心地よい季節となりました、営業部の神田です。

建築基準法改正から約1年が経ちました。
建築の法制度は複雑で、計画の規模や用途によって必要な対応も変
わってきます。だからこそ早めに専門家に相談して、方向性をクリア
にしておくことが大切です。
弊社では建設に精通した専門家が最新の法律に沿った
設計・施工をご提案しています。
「新ルールに合わせるにはどうすればいい？」
このようなお悩みがある方はぜひご相談ください。
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